
参考資料１ 

労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号） 

（抜粋） 

 

（年次有給休暇）  

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して 六箇月間継続勤務し 全

労働日の八割以上出勤し た労働者に対して、継続し、又は分割した 十労働

日の有給休暇を与えなければならない。  

２ 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日か

ら起算して六箇月を超えて継続勤務する日 （以下「六箇月経過日」とい

う。）から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄

に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ 同表の下欄に

掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤

務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満

の期間を生じたときは、当該期間）の初日の前日の属する期間において出勤

した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間

においては有給休暇を与えることを要しない。 

 

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 

一年 一労働日 

二年 二労働日 

三年 四労働日 

四年 六労働日 

五年 八労働日 

六年以上 十労働日 

 

３～８ （略） 

 

（時効）  

第百十五条 この法律の規定による 賃金（退職手当を除く。）、災害補償その

他の 請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行

わない場合においては、時効によつて消滅 する。  

 


